
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
宗
教
自
体
の
島
律
性

ー
ー
財
務
管
関
部
を
中
心
と
し
て

l
i
i

序イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
諜
教
関
体
に
対
す
る
チ
ャ
リ
テ
ィ
法
に
よ
る
説
剰
の
概
要

留

一
九
九
三
年
の
チ
ャ
リ
テ
ィ
法
の
改
正
に
よ
る
新
た
な
波
艇

ャ
リ
テ
ィ
財
務
上
の
自
主
規
制
制

イヰ~.)スにおける主主教窃体の自律性(官憲j事)

ま五

土
口
五
日

る
み
中
号
云
制

イ
ぞ
リ
ス
で
は
、

揮

男

国
際
武
選
大
学
)
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主申
B
S
H
C同
列
ゅ
の

OHUMUS門

HEMusa段
、
〉

す
な
わ
ち
、
「
推
奨
さ
れ
る
笑
務
に
関
す
る
声
明
」
と
い
う

一
九
九
三
年
の
チ
ャ
リ
テ
ィ
法
の
改
正
を
契
機
と
し
て
、

S
O
R
P
(
メ
2
0
g
t
H
H
m
s
o
E江
ゑ
時
間
二
H
，

Z
宮島

殺
の
会
計
基
準
が
チ
ヤ

リ
テ
ィ
委
員
会
か
ら
提
示
さ
れ
た
。
そ
の
理
由
は
、
各
チ
ャ
リ
テ
ィ
の
年
次
報
脅
書
や
年
次
会
計
報
告
舎
の
内
容
が
ま
ち
ま
ち
で
、
チ
ャ

リ
テ
ィ
委
員
会
が
懇
ん
で
い
る
よ
う
な
報
静
香
の
内
容
に
な
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
っ
た
ο
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こ
れ
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
宗
教
チ
ャ
リ
テ
ィ
を
含
む
チ
ヤ
ワ
テ
ィ
団
体
に
と
っ
て
は
、
「
S
O
R
P
の
衝
撃
」
と
い
う
形
で
受
け
と
め

ら
れ
、

一
部
の
チ
ャ
リ
テ
ィ
団
体
か
ら
は
、
チ
ャ
リ
テ
ィ
委
回
線
会
に
よ
る
行
き
過
ぎ
た
干
渉
で
は
な
い
か
と
の
批
判
が
わ
き
あ
が
っ

そ
し
て
、

一
部
の
チ
ャ
リ
テ
ィ
出
体
の
中
に
は
、
こ
れ
に
対
抗
す
る
意
味
で
、
自
ら
、
自
己
養
地
中
奇
策
定
す
る
動
き
が
み
ら
れ
る
。
こ

れ
ら
の
動
き
を
や
心
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
宗
教
チ
ャ
リ
テ
ィ
(
宗
教
目
的
の
公
益
毘
体
)
の
蕗
体
性
の
跨
題
に
せ
ま
っ
て
み

た
い
と
考
え
て
い
る
。

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
宗
教
団
体
に
対
す
る
チ
ャ
リ
テ
ィ
法
に
よ
る
規
制
の
概
要

(1) 
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チ
ャ
リ
テ
ィ
法
に
基
づ
く
景
銭
制

イ
ぞ
リ
ス
に
お
い
て
は
、
わ
が
盟
の
よ
う
な
宗
教
法
人
倍
は
存
殺
せ
ず
、

い
わ
ば
公
益
団
体
法
に
相
当
す
る
チ
ャ
リ
テ
ィ
法
に
よ
っ

て
、
宗
教
間
体
は
規
制
さ
れ
て
い
る
。
宗
教
盟
体
と
し
て
、

部
の
樹
内
外
〈
登
録
除
外
宗
教
チ
ャ
リ
テ
ィ
の
存
在
な
ど
)
そ
除
き
、
特

判
例
扱
い
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
宗
教
目
的
以
外
の
公
益
盟
体
(
救
賞
、
教
育
振
興
な
ど
〉
と
開
封
に
、
規
制
約
さ
れ
て
い
る
。
宗
教
関
体
に

よ
る
宗
教
活
動
に
つ
い
て
は
、
チ
ャ
リ
テ
ィ
法
に
基
づ
く
登
銭
な
し
に
、
一
行
う
こ
と
も
可
龍
で
あ
る
が
、
非
公
認
の
宗
教
関
体
で
あ
る

と
し
て
、
富
民
の
信
用
も
得
ら
れ
に
く
く
、
ま
た
、
税
制
上
の
各
穏
特
権
も
得
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
大
半
の
宗
教
閉
体

は
、
チ
ャ
リ
テ
ィ
法
の
も
と
で
、
宗
教
チ
ャ
リ
テ
ィ
と
し
て
活
動
し
て
い
る
。

チ
ャ
リ
テ
ィ
法
の
も
と
で
、
宗
教
チ
ャ
リ
テ
ィ
と
な
る
た
め
に
は
、
チ
ャ
リ
テ
ィ
委
員
会
に
登
録
す
る
必
要
が
あ
る
。
受
誠
に
際
し

て
は
、
審
査
が
あ
り
、
公
益
目
的
の
毘
体
と
し
て
の
活
動
実
績
、
世
間
の
評
価
な
ど
を
基
地
中
に
し
て
判
断
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
最
近

で
は
、
と
く
に
、
新
宗
教
運
動
と
総
称
怒
れ
る
カ
ル
ト
間
体
の
登
録
の
是
非
に
関
し
て
、
問
題
が
も
ち
あ
が
っ
て
い
る
。



受
録
の
利
点
と
し
て
は
、
①
所
得
税
・
法
人
貌
の
減
免
、

φ
資
本
利
得
税
・
相
続
税
・
贈
与
税
の
免
除
、

φ
非
居
住
用
資
産
レ
!
ト

の
減
免
、

mw特
定
項
目
に
つ
い
て
の
付
加
価
値
税
の
減
免
、
⑨
委
員
会
か
ら
略
体
の
管
理
運
営
に
つ
い
て
の
助
言
・
援
助
が
得
ら
れ
る

こ
と
、
昏
非
公
益
団
体
と
比
べ
て
公
衆
や
地
方
政
府
な
ど
か
ら
資
金
を
得
や
す
い
こ
と
、
が
あ
げ
ら
れ
る
。

逆
に
、
豊
銭
に
よ
る
活
動
制
約
隈
と
し
て
は
、
お
政
治
活
動
の
禁
止
、
∞
継
続
的
な
商
業
活
動
の
制
制
限
、
⑦
チ
ャ
リ
テ
ィ
の
管
現
運
営

者
が
投
職
に
つ
き
笛
体
か
ら
報
酬
を
得
る
こ
と
の
制
約
謀
、

mwチ
ャ
リ
テ
ィ
法
上
の
そ
の
龍
の
制
限
〈
情
報
会
開
の
義
務
付
け
な
ど
て

が
あ
る
。

(2) 

一
九
九
一
一
年
お
よ
、
ぴ
一
九
九
五
年
の
チ
ャ
リ
テ
ィ
法
の
改
正
に
よ
る
規
制
強
化

チ
ャ
リ
テ
ィ
の
吉
津
性
と
は
逆
持
す
る
が
、
あ
ま
り
に
も
チ
ャ
リ
テ
ィ
法
上
の
義
務
を
守
ら
な
い
チ
ャ
リ
テ
ィ
が
多
い
た
め
、

九

177 

九
一
一
年
と
一
九
九
五
年
の
法
改
正
に
よ
り
、
チ
ャ
リ
テ
ィ
に
対
し
て
、
か
な
り
の
規
制
強
北
が
な
さ
れ
た

ce年
次
活
動
報
告
書
な
ど

イギリスにおける宗教団体のお律性{蜜i事}

の
書
類
米
提
出
間
体
へ
の
制
刺
殺
規
定
の
新
設
、
舎
す
べ
て
の
受
録
団
体
に
よ
る
お
や
次
活
動
報
告
書
お
よ
び
年
次
会
計
報
告
審
の
提
出
の

義
務
化
、
母
会
計
監
査
の
段
階
的
導
入
、
@
公
衆
の
繋
求
に
応
じ
る
た
め
の
年
次
活
動
報
告
審
お
よ
び
年
次
会
計
報
告
舎
の
捷
畏
・
関

一
不
の
義
務
付
け
、
舎
チ
ャ
リ
テ
ィ
委
員
会
の
チ
ャ
リ
テ
ィ
に
対
す
る
難
用
紡
止
権
限
の
強
化
、
な
ら
び
に
争
チ
ャ
リ
テ
ィ
委
員
会
に
よ

る
会
計
基
準
の
推
奨

(
S
O
R
P
)
の
畿
示
、
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
う
ち

九
九

の
法
改
正
に
よ
る
規
制
強
化
の
内
容
に
つ
い

て
は
、

に
お
い
て
、
詳
し
く
述
べ
る
。

幼
チ
ャ
リ
テ
ィ
の
政
治
活
動
に
対
す
る
制
限

宗
教
民
体
の
政
治
話
動
に
対
す
る
規
制
に
つ
い
て
は
、
政
教
分
離
の
原
則
的
め
と
ら
え
方
に
関
連
し
て
、
日
本
で
は
論
争
の
あ
る
と
こ
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ろ
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
宗
教
匝
体
で
あ
る
か
ど
う
か
を
関
わ
ず
、
す
べ
て
の
チ
ャ
リ
テ
ィ
法
上
の
公
綾
田
凶
体
〈
チ
ャ
リ
テ
ィ
)

は
、
原
則
と
し
て
、
政
治
活
動
会
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
会
益
団
体
に
よ
る
社
会
的
措
動
と
政
治
的
活
動
の
議
複
が
み

ら
れ
、
そ
の
活
動
の
限
界
、
す
な
わ
ち
許
容
さ
れ
る
政
治
活
動
の
範
霞
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
。
こ
の
問
題
に
対
応
す
る
た
め
に
、
チ
ヤ

リ
テ
ィ
委
員
会
は
、
「
チ
ャ
リ
テ
ィ
の
政
治
活
動
に
つ
い
て
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

を
公
表
し
、
政
治
活
動
を
行
、
つ
に
あ
た
っ
て
の
手
引

き
を
提
示
し
た
。
こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
裁
判
所
の
チ
ャ
リ
テ
ィ
の
政
治
活
動
に
関
す
る
判
例
の
集
穣
に
よ
り
確
立
さ
れ
た
原
則
例
な

ど
を
と
り
ま
と
め
た
も
の
ぞ
あ
る
。
宗
教
母
体
も
チ
ャ
リ
テ
ィ
す
な
わ
ち
公
益
団
体
で
あ
る
か
ぎ
り
、
こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
隠
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
九
九
五
年
の
新
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
婆
旨
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

器
本
指
針
と
し
て
は
、
色
そ
の
政
治
活
動
が
チ
ャ
リ
テ
ィ
岡
山
体
の
明
示
す
る

g
的
を
推
進
す
る
か
、
ま
た
は
、
そ
れ
に
付
随
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
、
母
そ
の
政
治
活
動
が
チ
ャ
リ
テ
ィ
間
体
の
受
託
者
の
権
駿
の
範
岡
山
内
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、
窃
政
治
活
動
の
た
め
に
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警
や
さ
れ
る
財
源
が
チ
ャ
リ
テ
ィ
間
体
の
本
来
の
目
的
の
た
め
に
費
や
さ
れ
る
財
源
を
上
回
る
こ
と
な
く
、
附
明
示
さ
れ
た
公
益
続
的
を

推
進
し
、
構
成
員
の
利
滋
と
な
る
こ
と
が
合
理
的
に
期
待
さ
れ
る
こ
と
、
@
そ
の
政
治
活
動
が
合
理
的
か
つ
十
分
に
根
拠
の
あ
る
見
解

に
基
づ
い
た
も
の
で
、
な
お
か
つ
、
政
治
活
動
の
方
法
が
合
理
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
、
な
ら
び
に
命
こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
合
致
す

る
こ
と
、
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

兵
体
的
に
、
許
容
さ
れ
な
い
政
治
活
動
と
し
て
、
新
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
‘
①
政
党
政
治
的
示
威
背
動
へ
の
参
加
、
ゆ
特
定
政
党
の
支

持
、
@
特
定
政
党
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
支
持
・
不
支
持
を
訴
え
る
資
料
を
公
衆
に
提
供
す
る
こ
と
、

φ
特
定
の
政
党
ま
た
は
政
府
に
対

す
る
支
持
・
不
支
持
を
訴
え
る
資
料
の
会
初
、
ゆ
特
定
の
政
党
も
し
く
は
候
補
者
に
投
薬
す
る
よ
う
、
ま
た
は
、
し
な
い
よ
う
公
衆
を

説
得
し
よ
う
と
す
る
こ
を
、
な
ら
び
に
③
政
党
政
治
問
的
で
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
調
査
研
究
を
行
う
こ
と
、
を
あ
げ
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
許
容
さ
れ
る
政
治
活
動
と
し
て
は
、
岱
チ
ャ
リ
テ
ィ
間
体
の
目
的
の
推
進
に
役
立
つ
と
合
理
的
に
判
断
さ
れ
る
政



策
の
主
喝
、
た
だ
し
、
間
体
の
見
解
は
、
政
党
の
政
策
か
ら
強
立
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
母
選
挙
に
際
し
て
、
チ
ャ
リ
テ
ィ
団
体
が

そ
の
目
的
等
に
か
か
わ
る
政
党
の
提
案
を
分
析
し
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
、
な
ら
、
び
に
部
議
挙
の
立
候
補
予
定
者
に
対
し
て
チ
ャ
リ
テ
ィ

毘
体
の
目
的
等
と
か
か
わ
る
争
点
に
つ
い
て
注
意
を
喚
組
す
る
こ
と
、
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

凶
登
録
除
外
チ
ャ
リ
テ
ィ
と
し
て
の
指
教
盟
体
の
自
律
性

チ
ャ
リ
テ
ィ
委
員
会
と
し
て
は
、
す
べ
て
の
チ
ャ
リ
テ
ィ
の
登
諒
が
議
ま
し
い
と
考
え
て
い
る
が
、
現
実
に
は
、
そ
の
響
轄
外
の

「
受
録
免
除
チ
ャ
リ
テ
ィ
」
や
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
か
ら
登
録
の
除
外
対
象
と
な
っ
て
い
る
「
登
録
除
外
チ
ャ
リ
テ
ィ
」
が
存
在
し
て
い

る
。
登
錦
免
除
チ
ャ
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
は
、
チ
ャ
リ
テ
ィ
委
員
会
か
ら
の
規
制
問
の
対
象
外
(
チ
ャ
リ
テ
ィ
法
の
対
象
外
)
と
な
る
が
、

別
の
法
の
も
と
で
規
制
さ
れ
る
わ
け
で
、
無
規
制
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
愛
録
除
外
チ
ャ
リ
テ
ィ
の
方
は
、

φ
小
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規
模
チ
ャ
リ
テ
ィ
で
あ
る
こ
と
、
告
個
別
的
な
命
令
規
則
に
よ
り
登
録
除
外
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
と
い
う
理
由
か
ら
、
愛
縁
除
外
と

イギリスにおける家事支filH本の自主事後(滋i事)

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
、
実
質
的
に
無
規
制
と
な
る
。
と
く
に
、
後
者
に
は
、
伝
統
的
な
宗
教
間
体
だ
け
が
該
当
し
て
い
る
た
め
、
畳
錬

さ
れ
て
い
る
宗
教
間
体
の
中
に
は
、
不
会
平
感
を
を
も
つ
も
の
も
あ
る
。

議
記
舎
の
小
規
模
チ
ャ
リ
テ
ィ
と
は
、
年
収
入
鵬
ポ
ン
ド
以
下
で
、
永
続
的
基
本
財
産
を
持
た
な
い
か
、
ま
た
は
土
地
の
占
有
・
使

用
が
な
い
毘
体
を
さ
し
、
@
の
領
制
約
的
な
命
令
懇
到
に
よ
り
登
鎌
が
除
外
さ
れ
る
宗
教
間
体
に
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
教
会
、
ウ
ェ

l
ル

ズ
教
会
、
メ
ソ
ジ
ス
ト
教
会
、

フ
レ
ン
ド
宗
教
会
、
な
ら
び
に
統
一
改
革
教
会
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
宗
教
団
体
は
、
「
伝
統
的
宗

教
関
体
の
自
律
性

の
観
点
か
ら
、
殺
銀
韓
外
チ
ャ
リ
テ
ィ
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
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九
九
三
年
の
チ
ャ
リ
テ
ィ
法
の
改
正
に
よ
る
新
た
な
規
制
約

(1) 

序
説

九
九

一
年
の
チ
ャ
リ
テ
ィ
法
の
改
正
は
、
チ
ャ
リ
テ
ィ
の
余
計
報
告
審
お
よ
び
活
動
報
告
番
の
手
順
に
急
激
な
変
化
を
生
み
出
し

た
。
ぞ
れ
は
、
チ
ャ
リ
テ
ィ
を
監
視
す
る
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
も
の
マ
あ
り
、
ま
た
、
チ
ャ
リ
テ
ィ
の
計
算
審
の
賞
を
設
幾
し
、

誕
の
基
準
に
基
づ
い
た
情
報
を
チ
ャ
リ
テ
ィ
省
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
ー
に
提
供
す
る
た
め
の
斜
度
を
確
立
す
る
こ
と
合
意
寵
し
て
い
た
。

こ
れ
ら
の
変
化
は
、

一
九
九
三
年
の
チ
ャ
リ
テ
ィ
法
の
改
正
に
よ
り
さ
ら
に
強
化
さ
れ
て
き
て
お
り
、

九
九
近
年
の
チ
ャ
リ
テ
ィ

〈
計
算
書
お
よ
び
活
動
報
告
書
)
規
則
(
砕
す
の

Z
H
E
g
〈〉

2
0
5
2
2門

M
m
8
2
2
)
p
m
E
E
g
g
-∞
器
〉
に
よ
り
、
「
新
方
式
い

と
称
す
る
方
式
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、

-1部一

九
九
六
年
の
一
一
一
月
一
お
か
ら
発
効
し
た
。

九
九

の
法
改
正
に
よ
る
新
方
式
に
碁
づ
く
主
な
変
更
点
は
、
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

州
原
則
州
と
し
て
、
チ
ャ
リ
テ
ィ
は
、
余
計
記
諒
令
残
す
だ
け
で
は
な
く
、

コ
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
ー
に
、
年
次
計
算
書
、
年
次
活
動
報
告
書

お
よ
び
年
次
会
計
説
暁
撃
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

川
川
原
則
制
と
し
て
、
チ
ャ
リ
テ
ィ
の
計
算
舎
は
、
観
点
調
査
入
、
あ
る
い
は
一
定
の
状
況
の
も
と
で
は
、
登
録
さ
れ
て
い
る
会
計
整
査

人
に
よ
る
外
部
か
ら
の
綿
密
な
調
査
に
援
す
る
。

川
チ
ャ
リ
テ
ィ
は
、

一
九
九
五
年
一

O
丹
に
、
チ
ャ
リ
テ
ィ
・
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
!
に
よ
り
和
行
さ
れ
、
か
っ
、
政
府
の
会
計
基
準
委

員
会
の
公
式
の
認
可
を
受
け
た
「
チ
ャ
リ
テ
ィ
に
よ
る
会
計
報
告
書
ぃ
推
奨
さ
れ
る
実
務
に
関
す
る
声
明
」

(
S
O
R
P
)
に
基
づ
い

て
、
自
ら
の
計
算
書
を
作
成
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
。

M
W
チ
ャ
リ
テ
ィ
の
受
託
者
は
、
公
衆
に
よ
る
情
報
公
開
の
婆
求
に
答
え
う
る
チ
ャ
リ
テ
ィ
の
計
葬
審
の
写
し
を
作
成
す
る
こ
と
。



間
新
方
式
に
お
け
る
段
階
鎖

こ
の
新
し
い
会
計
報
告
審
お
よ
び
活
動
報
告
舎
に
期
間
す
る
方
式
は
、
財
政
的
に
小
規
模
の
チ
ャ
リ
テ
ィ
に
と
っ
て
は
、
不
必
要
な
重

衡
に
な
る
と
い
う
指
摘
が
常
々
な
各
れ
て
き
て
い
た
。
年
間
収
入
お
万
ポ
ン
ド
の
チ
ャ
リ
テ
ィ
に
と
っ
て
妥
当
な
も
の
が
、
年
間
収
入

ー
万
ポ
ン
ド
の
チ
ャ
リ
テ
ィ
に
は
妥
当
と
は
綬
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
新
方
式
は
、
チ
ャ
リ
テ
ィ
の
財
政
規
模
に
ム
応
じ
て
、
段
階
的
に
そ

の
取
り
扱
い
を
変
え
て
い
る
。
チ
ャ
リ
テ
ィ
の
財
政
規
模
と
は
、
そ
の
総
収
入
ま
た
は
総
支
出
に
よ
り
決
議
さ
れ
る
。
「
総
坂
入
」
と

は
、
「
特
定
問
的
信
託
〈
答
申
丘
町
与
だ
器
仲
)
を
含
む
す
べ
て
の
財
源
か
ら
の
チ
ャ
リ
テ
ィ
に
よ
り
記
録
さ
れ
た
収
入
」
と
一
九
九
五
年
規

期
の
第
九
七
条
で
定
義
さ
れ
て
い
る
。
「
総
支
出
」
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
、
定
義
は
さ
れ
て
い
な
い
。

九
九
四
年
の
規
制
撤
廃
お
よ
び
契
約
に
よ
る
制
定
法
適
尽
排
除
法
の
第

八
、
ニ
九
お
よ
び
3
0
条
は
、
総
収
入
ま
た
は
総
支
出

が、

1
万
ポ
ン
ド
を
超
え
な
い
チ
ャ
リ
テ
ィ
に
適
用
さ
れ
る
「
負
担
の
聡
い
方
式

2
釘
宮
ざ
露
出
7
3な
g
申
)
」
を
生
み
出
す
べ
く
、
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九
九
一
一
一
年
法
を
改
正
し
た
。
そ
の
「
負
強
の
軽
い
方
式
」
と
は
、
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

イヰ戸1)スにおける宗教鴎俸の自鯵俊{奮湾)

制
計
算
書
は
、
簡
単
な
収
入
高
と
支
払
高
ベ

i
ス
で
よ
い
。

川
間
計
第
欝
は
、
強
立
讃
査
ま
た
は
会
計
監
査
を
受
け
な
く
て
も
よ
い
。
〈
チ
ャ
リ
テ
ィ
の
智
瑚
運
営
規
出
で
、
そ
れ
が
明
示
の
饗
件
と

さ
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
ゴ

判
チ
ャ
リ
テ
ィ
委
員
会
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
従
っ
た
簡
単
な
年
次
活
動
報
告
書
が
要
求
さ
れ
る
。

同

son双
?
の
蒸
業
に
従
っ
た
計
算
委
お
よ
び
活
動
報
告
書
は
、
妥
求
が
あ
っ
た
と
き
の
み
、
チ
ャ
リ
テ
ィ
委
員
会
へ
送
付
す
る
必

要
が
あ
る
。

川
川
簡
崩
事
な
年
次
説
明
書
が
要
求
さ
れ
る
。

「
負
姐
の
較
い
方
式
」
に
一
該
当
し
な
い
チ
ャ
リ
テ
ィ
に
と
っ
て
は
、
計
算
書
の
方
式
が
チ
ャ
リ
テ
ィ
そ
の
年
の
総
収
入
に
よ
っ
て
在
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右
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
ま
ず
、
そ
の
総
収
入
が

1
万
ポ
ン
ド
以
上
で
か
つ
凶
万
ポ
ン
ド
を
超
え
な
い
チ
ャ
リ
テ
ィ
は
、
そ
の

年
の
資
産
お
よ
び
債
務
の
明
細
書
と
簡
単
な
年
次
活
動
報
告
書
を
添
付
し
た
収
支
ベ

i
ス
の
計
算
書
を
用
意
す
れ
ば
よ
い
。
つ
ぎ
に
山

万
ポ
ン
ド
お
よ
び
そ
れ
以
上
の
総
収
入
の
あ
っ
た
チ
ャ
リ
テ
ィ
は
、
利
子
付
ベ

i
ス
の
計
葬
書
を
用
意
し
な
け
れ
ぜ
な
ら
ず
、
「
制
定

法
上
の
完
全
な
方
式
之
氏

rszzミ
g
m
5
5」
を
要
求
さ
れ
る
。
以
前
、

2
万
5
千
ポ
ン
ド
で
あ
っ
た
基
準
が
、

一
九
五
五
年

の

ャ
リ
テ
ィ
法
(
総
額
の
変
驚
〉
命
令
に
よ
り
、

同
万
ポ
ン
ド
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
。

九
九

一
九
九
五
年
の

ャ
リ
テ
ィ
法
(
総
額
の
変
更
)
命
令
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た

九
九

ヤ
リ
テ
ィ
法
の
第
践

九
九

条
は
、
年
需
の
総
収
支
が
お
万
ポ
ン
ド
を
超
え
た
チ
ャ
リ
テ
ィ
の
計
算
書
に
つ
い
て
、
会
社
の
計
算
惑
を
監
査
す
る
資
格
を
も
っ

恋
人
に
よ
る
監
査
に
螺
す
る
よ
う
に
要
求
し
て
い
る
。
ま
た
、
チ
ャ
リ
テ
ィ
の
年
間
の
総
収
支
が
出
万
ポ
ン
ド
未
満
の
と
き
は
、

チ
ャ
リ
テ
ィ
の
受
託
者
は
、
チ
ャ
リ
テ
ィ
の
管
理
瑠
営
規
則
が
完
全
な
駐
査
を
要
求
し
て
い
な
い
渡
り
、
愛
読
さ
れ
た
監
査
人
に
よ
る
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較
恋
で
は
な
く
、
独
立
綴
査
人
に
よ
る
一
計
算
欝
の
調
査
の
選
択
権
を
有
す
る
。

な
お
、
第
四
三
条
は
、
公
議
会
社
(
公
縫

g
的
の
保
証
有
限
会
社
)
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。
こ
の
公
議
会
社
の
法
的
形
態
を
と
る
宗

教
関
体
は
、
か
な
り
多
い
。
公
益
会
社
の
監
査
繋
件
に
つ
い
て
は
、

九
九
四
年
の
一
九
八
五
年
会
社
法
(
監
査
免
除
)
規
則
に
、
規

定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
会
益
会
社
の
場
合
、
計
算
欝
が
用
意
さ
れ
て
い
る
年
の
総
収
入
が
9
万
ポ
ン
ド
を
超
え
ず
、
ま
た
、

そ
の
年
の
貸
借
対
照
表
の
総
額
が
胤
万
ポ
ン
ド
を
態
え
な
い
と
き
は
、
監
査
の
免
除
を
要
求
勺
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

同
新
方
式
に
お
け
る
会
計
記
録

九
九
三
年
法
の
第
四

条
は
、
チ
ャ
リ
テ
ィ
の
受
託
者
に
対
し
て
、
会
計
記
銭
が

a々
の
チ
ャ
リ
テ
ィ
の
財
務
処
理
を
記
録
す
べ

く
保
存
す
る
よ
う
に
襲
求
し
て
い
る
。



、
つ
ぎ
の
耐
火
件
を
み
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

山
間
チ
ャ
リ
テ
ィ
に
よ
る
取
引
の
す
べ
て
を
明
示
し
、
か
つ
説
明
す
る
こ
と
。

出
そ
の
時
の
チ
ャ
リ
テ
ィ
財
政
状
況
を
、
い
つ
で
も
、
合
理
的
な
正
確
さ
で
公
務
す
る
こ
と
。

何
一
日
単
故
の
収
支
の
金
額
そ
記
載
し
、
資
援
お
よ
び
債
務
の
記
録
を
含
め
る
こ
と
。

同
一
九
九
一
コ
年
法
に
よ
っ
て
饗
求
さ
れ
て
い

の

の
婆
伶
に
践
す
る
こ
と
。

川
内
こ
の
会
計
記
錦
は
六
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
第
四
一
条
は
、
公
議
会
社
に
は
適
用
さ
れ
な
い
が
、
合
益
会
社
は
、

九
人
丑
年
の
会
社
法
の
第
ニ

条
に
よ
り
、

九
九

年
法
第
四
一
条
と
同
一
の
会
計
記
録
の
保
存
を
要
求
さ
れ
て
い
る
。

川
間
新
方
式
に
お
け
る
年
次
会
計
説
明
書
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イギリスにおける宗教団体の自律性(富津)

一
九
九
三
年
法
の
第
恒
三
条
(
一
一
一
)
は
、
期
関
連
し
た
年
の
総
絞
入
が
ぬ
万
ポ
ン
ド
を
超
え
な
い
チ
ャ
リ
テ
ィ

収
支
計
算
書
か
、
資
産
・
債
務
説
明
書
の
い
ず
れ
を
用
意
す
れ
ば
よ
い
か
の
選
択
権
を
認
め
て
い
る
。
ま
た
、
当
該
年
の
総
収
入
が
mw

一
九
九
五
年
の
チ
ャ
リ
テ
ィ
(
計
算
書
お
よ
び
報
告
審
)
規
則
に
従
つ

万
ポ
ン
ド
を
超
え
る
チ
ャ
リ
テ
ィ
の
受
託
者
は
、

j勾

容
の
年
次
会
計
説
明
書
の
用
意
を
要
求
さ
れ
る
。
年
次
会
計
説
明
書
の
内
容
に
関
す
る
要
件
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

同
説
明
書
の
中
で
、
全
体
の
技
入
の
財
源
を
示
す
こ
と
。
財
課
の
運
用
、
全
体
の
財
源
の
動
向
を
含
む
こ
と
。

同
収
入
財
源
に
つ
き
、
寄
鰭
者
か
ら
の
財
源
、
投
資
か
ら
の
財
源
、
取
引
活
動
か
ら
の
財
滅
、
な
ら
び
に
そ
の
他
の
財
源
を
援
到
し

て
記
載
す
る
こ
と
の
取
引
活
動
か
ら
の
収
入
は
、
チ
ャ
リ
テ
ィ
の
目
的
の
程
進
の
た
め
の
取
引
活
動
と
商
業
的
あ
る
い
は
基
金
募
集

g

的
の
た
め
の
取
引
活
動
に
一
区
別
し
て
記
載
す
べ
き
で
あ
る
。
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料
支
出
は
、
チ
ャ
リ
テ
ィ
の
目
的
に
直
接
関
係
す
る
支
出
、
基
金
募
集
お
よ
び
本
告
に
関
・
ず
る
支
出
、
な
ら
び
に
チ
ャ
リ
テ
ィ
の
管

理
運
営
に
か
か
わ
る
支
出
に
延
期
し
て
記
載
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

制
説
明
書
は
、
公
開
お
よ
び
非
公
開
の
収
入
禁
金
と
資
本
基
金
を
ほ
制
約
し
て
記
載
す
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
区
別
は
、

貸
借
対
黒
表
に
お
い
て
も
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

川w説
開
明
書
お
よ
び
禁
借
対
間
関
…
表
は
、
チ
ャ
リ
テ
ィ

つ
公
正
な
概
婆
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
特
殊
な
事
情
の

も
と
で
、

つ
公
正
な
概
婆
が
制
定
法
上
の
繋
件
に
か
な
う
よ
う
に
記
載
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
は
、
受
託
者
は
前
述
の
規
則
に
従

わ
な
く
て
も
よ
い
が
、

の
中
で
、
そ
の
事
情
に
つ
い
て
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

山
川
新
方
式
に
お
け
る
監
査
ま
た
は
獄
立
調
査
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九
九
三
年
法
の
第
鶴
一
一
一
条
は
、
チ
ャ
リ
テ
ィ
の
年
次
計
算
書
に
つ
き
、
監
査
人
ま
た
は
独
立
譲
変
人
に
よ
る
調
査
を
要
求
し
て
い

る
。
た
だ
し
、
つ
ぎ
の
種
類
の
チ
ャ
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
は
、
こ
の
要
件
か
ら
除
外
さ
れ
る
。

同
公
益
会
社
、
し
か
し
な
が
ら
、

川
登
録
免
除
チ
ャ
リ
テ
ィ
。

川
永
続
的
基
本
財
産
を
持
た
な
い
か
、
土
地
の
使
用
ま
た
は
占
有
が
な
い
か
、
あ
る
い
は
関
係
年
の
絞
入
が
鰯
ポ
ン
ド
令
越
え
な
い

一
九
八
五
年
の
会
社
法
の
監
査
要
件
に
臨
す
る
こ
と
に
な
る
。

チ
ャ
リ
テ
ィ
で
、
長
意
の
登
録
棋
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
チ
ャ
リ
テ
ィ
。

同
当
該
の
計
算
委
に
関
係
す
る
年
の
総
説
入
が
i
万
ポ
ン
ド
会
超
え
な
い
チ
ャ
リ
テ
ィ
。

チ
ャ
リ
テ
ィ
の
年
開
の
総
収
入
ま
た
は
総
支
出
が
お
万
ポ
ン
ド
を
鵡
え
た
と
き
は
、
ぞ

九
八
蕊
訟
や
の
会
社
法
の
第
お

条
に
恭
づ
き
会
社
の
監
殺
人
と
し
て
の
有
資
絡
者
〈
す
な
わ
ち
、
殺
録
さ
れ
た
駄
変
人
〉
に
よ
る
監
査
に
殺
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



チ
ャ
リ
テ
ィ
の
総
攻
入
ま
た
は
総
支
出
が
1
万
ポ
ン
ド
を
越
え
る
が
、
出
万
ポ
ン
ド
を
超
え
な
い
と
き
は
、
受
託
者
の
監
査
に
つ
い
て

の
議
鑑
権
を
認
め
、
受
託
者
は
独
立
調
査
人
に
よ
る
計
算
書
の
調
査
を
選
裂
で
き
る
。
独
立
調
愛
人
に
つ
い
て
は
、

九
九
三
年
法
の

第
四
五
条

一
〉
で
定
義
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
当
該
の
計
算
審
に
つ
き
十
分
な
調
査
を
遂
行
す
る
だ
け
の
必
饗
な
能
力

と
実
務
絞
殺
を
有
す
る
と
、
受
託
者
に
よ
り
合
理
的
理
由
か
ら
結
額
さ
れ
て
い
る
独
立
人
で
あ
る
。
独
立
潟
資
人
は
、
必
ず
し
も
、

捌
け
の
会
計
士
を
意
味
せ
ず
、
銀
行
ま
た
は
住
環
金
融
共
済
組
合
の

γネ
1
ジ
ャ
!
、
廃
業
し
た
会
計
士
、
あ
る
い
は
地
方
政
府
の
会
計

採
で
も
か
ま
わ
な
い
。
チ
ャ
リ
テ
ィ
・
コ
ミ
ッ
シ
潟
ナ

i
は
、
受
託
者
に
対
し
て
、
独
立
調
査
人
の
選
任
に
つ
き
指
導
を
な
し
う
る
し
、

ま
た
、
調
貨
の
遂
行
に
関
し
て
指
揺
を
与
え
る
権
般
を
有
す
る
。

題

諜
教
チ
ャ
リ
テ
ィ
の
財
務
上
の
自
主
護
制
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S
O
R
P
は
、
近
年
増
え
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
容
認
で
き
な
い
よ
う
な
レ
ベ
ル
の

ヤ
リ
テ
ィ
の
会
計
報
告
実
務
」
の
減
少
に
多

大
な
賞
献
を
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

S
O
R
P
の
公
刊
後
も
、
依
然
と
し
て
、
業
饗
な
問
題
点
が
存
在
し
て
い
る
。

ぞ
れ
は
、

S
O
R
P
は
、
「
推
奨
さ
れ
る
会
計
実
務
に
関
す
る
声
明
」
に
す
ぎ
ず
、
チ
ャ
リ
テ
ィ
は
、
そ
の
推
奨
に
法
的
に
拘
束
さ

れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
チ
ャ
リ
テ
ィ
の
会
計
報
告
は
、
十
分
な
説
明
が
伴
っ
て
い
れ
ば
、

S
O
R
?
に
そ
っ
た
も

の
で
な
く
と
も
よ
い
。
会
計
報
告
に
関
す
る
チ
ャ
リ
テ
ィ
の
自
主
規
制
は
、
比
較
的
最
低
娘
壁
レ
ベ
ル
に
設
定
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多

く
、
ぞ
れ
ゆ
え
、
チ
ャ
リ
テ
ィ
が
前
述
の
煩
わ
し
い
「
会
計
報
告
に
関
す
る
規
制
」
に
従
お
う
と
せ
ず
、
無
視
す
る
と
き
は
、
こ
の
セ

ク
タ

i
に
お
け
る
自
主
規
制
に
つ
い
て
は
、
「
礁
問
と
し
た
プ
ロ
セ
ス
」
が
繋
求
さ
れ
よ
う
。

イ
ギ
リ
ス
で
は
、
チ
ャ
リ
テ
ィ
，
セ
ク
タ
ー
内
部
の
国
側
体
〈
問
え
ば
、
国
口
氏
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
毘
体
壊
事
長
会
、
チ
ャ
リ
テ
ィ
財
政
担
当
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理
事
会
、
お
よ
び
チ
ャ
リ
テ
ィ
基
金
募
集
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
協
会
な
ど
)
に
よ
る
会
計
基
準
に
関
す
る
自
主
規
制
の
動
き
が
み
ら
れ
る
。

こ
れ
は
外
部
か
ら
の
規
制
で
は
な
く
、
内
部
か
ら
の
自
主
規
制
の
方
が
、
登
録
チ
ャ
リ
テ
ィ
に
対
す
る
公
衆
の
信
頼
を
増
す
結
果
に
つ

な
が
る
と
判
断
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
前
述
の
よ
う
に
、
「
最
低
限
度
の
自
主
規
制
」
で
は
問
題
外
で
あ
り
、

チ
ャ

リ
テ
ィ
・
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
ー
ひ
い
て
は
公
衆
が
納
得
す
る
レ
ベ
ル
の
自
主
規
制
の
内
容
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

し、。

五

結
語

宗
教
団
体
の
自
律
性
の
問
題
を
財
務
管
理
面
か
ら
考
察
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
宗
教
団
体
を
チ
ャ
リ
テ
ィ
と

し
て
と
ら
え
、
他
の
公
益
団
体
と
法
的
に
区
別
し
て
い
な
い
の
で
、
チ
ャ
リ
テ
ィ
一
般
の
解
説
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、

宗
教
チ
ャ
リ
テ
ィ
に
は
、
「
宗
教
の
自
由
」
と
い
う
特
有
の
問
題
が
あ
る
の
で
、
財
務
管
理
面
の
規
制
に
つ
い
て
も
、
他
の
チ
ャ
リ
テ
ィ

と
同
一
に
扱
う
こ
と
が
妥
当
か
ど
う
か
の
疑
念
は
残
る
。
こ
の
点
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
宗
教
チ
ャ
リ
テ
ィ
の
面
接
調
査
に
よ
れ
ば
、

限
ら
れ
た
数
と
い
う
問
題
点
は
あ
る
も
の
の
、
大
多
数
の
宗
教
チ
ャ
リ
テ
ィ
は
チ
ャ
リ
テ
ィ
法
に
よ
る
規
制
を
当
然
と
し
て
と
ら
え
、

S
O
R
P
に
つ
い
て
は
、
多
少
の
批
判
は
み
ら
れ
た
も
の
の
、
チ
ャ
リ
テ
ィ
法
に
よ
る
規
制
が
「
宗
教
団
体
の
自
律
性
」
を
害
す
る
と

い
う
意
識
は
持
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
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